
 
栃木県総合教育センターだより 

  

第１０２号 令和６(2024)年９月９日発行 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

〔４月～８月の間に依頼が多かった研修内容〕 

研 修 部 
研究調査部 

●各教科等の授業研究会                           

●情報モラル教育                 等 

教育相談部 ●Ｑ-Ｕの理解と活用 

●児童生徒へのかかわりについて         等 

幼児教育部 ●架け橋期の教育の充実 

●生活科の充実                 等 

生涯学習部 ●親学習プログラム （保護者対象） 

●人権ワークショップ（教職員向対象）     等 

今後も各研修等のサポートに当センターから講師を派遣します。御希望があれば各部の担当

まで御連絡・御相談ください。併せて当センターのWebサイトの資料等も是非、御活用ください。 

【問合せ先】研究調査部（℡ 028-665-7204） 

 

 
７月 25 日（木）に、「不登校について考える」をテーマに教育相談特別講座を行いました。 

会場参加及びオンデマンド配信に多くのお申込みをいただき、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ先】教育相談部（℡ 028-665-7211） 

当センターでは、学校や関係教育機関等からの要請に応じて、

研修会等をサポートしています。課題やニーズに応じて講話や演

習等の内容を検討し、各会場を訪問して実施しています。 

今夏も県内各地を訪問し、様々な研修会をサポートさせていた

だきました。今年度の４月から８月の間に、依頼が多かった研修

内容を分類すると、おおむね下記の通りでした。 

＜参加した先生方の声＞ 

・どうしても対応ばかり考えてしまいますが、アセスメントを大切にしていきたいと思いました。 

・子どもに対する丁寧な支援は、保護者に対する丁寧な対応につながることを再認識しました。 

・形式を整えるのではなく、当事者である子どもたちにとって効果のある取組を行う中で「組織的対

応」が生まれてくるというお話を聞き、「子ども主体」から目が逸れていたことに気付かされました。 

・「かかわり」の重要性を改めて感じるとともに、現在行っている取組が間違っていないと勇気づけら

れました。 

○講座Ａ「不登校の子どもの心とつながる」 講師 鳴門教育大学     教授 吉井 健治 氏

Ｂ「不登校児童生徒の保護者への支援」 講師 開善塾教育相談研究所 所長 藤崎 育子 氏 

Ｃ「組織を生かした不登校への対応」  講師 日本大学       教授 藤平  敦 氏 

○パネルディスカッション「不登校児童生徒への支援について考える」 

 パネリスト  鳴門教育大学 教授 吉井 健治 氏     開善塾教育相談研究所 所長 藤崎  育子 氏 

日本大学   教授 藤平   敦 氏     栃木県連合教育会      □瀨のり子 氏 

壬生中学校   校長 増渕 直樹 氏   ( )県教委学校安全課  佐藤 俊宏 氏 

「総合的な学習」研修会の様子 

(会場：小山市立大谷中学校 ８月１日) 

 
研修内容例の 

一覧や依頼・相談
は、こちらを参照 



 

 

 

夏休みが明けて、学校に子どもたちの姿が戻りました。例年この時期は、教育相談の件数が

増加する時期でもあります。先生方の周りにこのような子どもたちはいないでしょうか。 
 

 
 

 
 

先生方には「よくみて、声をかける」「話をよくきく」など、子ども一人一人に寄り添ったきめ

細かな指導や支援をされていることと思います。 
教育相談については、子どもや保護者にとって、困ったり悩んだりしたときに相談できる様々な

選択肢があることも知っておいていただきたいと思います。総合教育センターでは、子どもに関す

る悩みや不安について教育相談を行っています。相談者が自分の気持ちに気付いたり、考えをまと

めたりするお手伝いをさせていただいております。学校や家庭で気になる様子などが見られました

ら、選択肢の一つとしてお気軽に御案内ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校支援として、学校生活への不適応が心配される児童生徒や、 

特に配慮を要する児童生徒等に対する指導・支援について、先生方 

と一緒に考えさせていただいています。学校での事例検討会やケース 

会議に参加することも可能です。どうぞお気軽に御相談ください。 

【問合せ先】教育相談部（℡ 028-665-7210・7211） 

【対  象】  
県内の幼児・児童・生徒及びその保護者等 

 
【相談の内容】  
・学校に行きたがらない         ・不安や緊張が強い 
・学校生活や学習への意欲が感じられない ・集中力、落ち着きがない 
・友達とうまくかかわることができない  ・言葉の遅れが気になる 等 
 
【相談時間】  

平日 9：30～12：00／13：00～17：00（１回 60 分を目安としています） 
 
【申 込 み】  
・予約制ですので、電話で申込みをしてください。 

☎ 028-665-7210・7211（教育相談部） 
受付時間 平日 9：00～17：00 

・申込みは、保護者の方からお願いします。 
 
【そ の 他】  
・来所による相談です。 
・相談の秘密は厳守します。 
・費用はかかりません。 

・生活リズムの乱れが原因と思われる遅刻や早退が気になる子 
・服装や頭髪、言動の乱れや食欲不振が見られる子 
・行事や部活動への参加が難しくなってしまった子 
・進路や友人関係に悩んでいる子 


